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青色申告書を提出する法人又は個人が、エネ革税制対象設備（エネルギー需給構造改革推進設備等）を取得し、かつ１
年以内に事業の用に供した場合に特別償却又は法人税額（又は所得税）の特別控除ができる制度です。ただし、税額控
除は中小企業者等のみ適用できます。

エネ革税制とは

法人（連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む）又は個人のうち青色申告書
を提出する者です。

対象者

対象設備(全て告示で指定されている)を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、次のいずれか一方を選択
できます。ただし、下記1項(税額控除)の適用は中小企業者等*に限ります。

1.基準取得価額(計算の基礎となる価額)の7%相当額の税額控除(当期法人税額の20%を上限)
2.普通償却に加えて基準取得価額の100%相当額を限度として償却できる特別償却
＊中小企業者等の要件
大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者においては従業
員数が1,000人以下のもの。
＊他の特別償却制度との重複適用は認められません。

スキーム

【高効率複合加工機】ターニングセンターで回転工具を持ったもの又はマシニングセンターで旋削機能を持ったもので
あって、高効率モーター（回転子に巻き線を有さないモーター）で主軸を駆動し、かつインバーター制御による油圧ユニッ
ト、電気制御駆動によるチャック・心押台・刃物台、熱変位補正機能のいずれかの機能を有するもの。

対象設備

平成21年4月1日～平成23年3月31日の間に取得し、1年以内に事業の用に供した場合
＊平成16年4月1日～平成21年3月31日まで、および平成23年4月1日～平成24年3月31日まで取得した設備に関しては30%の特別償却となります
＊過去5年間に限り遡っての修正申告ができます
＊税制控除の不足額、特別償却の不足額は、１年間の繰り越しが可能です

適用期間

エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)について

申請の流れ

＊すでに事業に用いられたものである場合（＝新品でない）は適用されません。
＊平成20年４月以降、所有権移転外リース取引により取得した設備は税額控除のみ適用可能です。（特別償却は適用されません）

＊三井精機の製品では現在以下の機種(新品)が対象です。

Vertex550-5X

税務申告時

HU63A-5X HU80A-5X HS6A-5X / HS6A-5XL

メーカーメーカー お客様お客様 所轄の
税務署

所轄の
税務署

証明書請求

証明書発行

確定申告書等に
証明書を添付して
申告

HU50A-5X


